
弘前市国民健康保険運営協議会委員の公募要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、弘前市国民健康保険条例第２条に規定する委員のうち第

１号に規定する「被保険者を代表する委員」にかかる公募に関し、必要な事

項を定めるものとする。 

 

（募集人員） 

第２条 公募による委員数は４名以内とする。 

 

（応募資格） 

第３条 委員に応募できる者は次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

（１）弘前市国民健康保険被保険者で、満１８歳以上の者かつ任期中に後期高

齢者医療制度に加入しない（７５歳に達しない）者 

（２）応募する者の属する世帯の国民健康保険料・市税等に滞納がない者 

（３）市の他の附属機関の委員でない者 

（４）市議会議員でない者 

（５）市職員（退職者を含む。）でない者 

 

（応募方法） 

第４条 応募者は住所、氏名、性別、生年月日、職業、電話番号、Eメールアド

レス、応募の動機、自由意見（８００字以内）を記入した応募用紙を提出す

るものとする。 

２ 応募者は応募用紙を公募期間の末日までに国保年金課に持参、郵送、ファ

クス、又は電子メールにて提出するものとする。 

３ 提出された応募用紙は公開及び返却しないものとする。 

 

（選考方法等） 

第５条 公募委員候補者の選考は、弘前市国民健康保険運営協議会公募委員選

考委員会（以下「選考委員会」）が行うものとする。 

２ 選考審査は、応募用紙に記入された内容について、選考委員会が公正かつ

合理的に行うものとする。 

３ 公募委員候補者の中から部長決裁により公募委員を決定する。 

４ 結果は、全ての応募者に書面で通知するものとする。 

 



（特例） 

第６条 公募を行った場合において、次に掲げるときは、公募によらないで委

員を選任することができるものとする。 

（１）応募者が公募人数に満たなかったとき 

（２）選考の結果、該当者が公募人数に満たなかったとき 

 

（その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、平成２４年４月１３日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、平成２４年８月２９日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、平成２８年６月１０日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、平成２９年２月１０日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、令和３年７月７日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、令和６年７月９日から施行する。 


